
 
 

参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申込

書の提出を求める公示 

 

令和６年 11 月 11 日 

独立行政法人住宅金融支援機構契約担当役 

財務企画部長   戸村昌幸 

 

次のとおり、参加申込書の提出を招請します。 

 

１ 当該招請の主旨 

  本業務については、機構団信特約制度の特約

料について、クレジットカード払いの利用を可

能とすることにより払込方法の選択肢を広げ、

収納事務と加入者サービスの向上を継続する必

要があることから、下記の「応募要件」を満た

し、本業務の実施を希望する者の有無を確認す

る目的で、参加申込書の提出を招請する公募を

実施するものである。 

応募の結果、４の応募要件を満たすと認めら

れる者がいない場合にあっては、本業務に必要

な設備・システムを有している法人等（以下

「特定法人等」という。）との随意契約による

契約手続に移行する。 

なお、４の応募要件を満たすと認められる者

がいる場合にあっては、特定法人等と当該応募

者に対して競争入札（最低価格落札方式）によ

る入札書の提出を要請する予定である。 

２ 業務概要 

(1)業務名 

  機構団信特約料のクレジットカード払いに

係るデータ処理及び管理業務等 

(2)業務内容  

   機構団信特約料(加入２年目以降のものに限

る）のクレジットカード払いを実施するにあ

たり、次の①から④の業務を委託する。 

①カード払い申請受付 Web サイトのサービス

提供、機構管理用サイトのサービス提供及

び運用管理（機構及びクレジットカード会

社とのデータ受け渡し等を含む。） 

②カード払い申請書の受付及び入力処理 



 
 

③カード払い申請処理・有効性確認・特約料

請求 

④カード払いに係る問合せ対応(コールセン

ターの設置・運営) 

(3)履行期限 

   令和７年２月１日（予定）から令和 10 年３

月 31 日 

３ 業務目的 

  機構団信特約料のクレジットカード払いに係

るデータ処理及び収納事務を適切に行うことを

目的とする。 

４ 応募要件 

(1) 当該契約を締結する能力を有しない者又

は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2) 令和４･５･６年度国の競争参加資格（全

省庁統一資格）「役務の提供等」において

Ａ、Ｂ若しくはＣの等級に格付けされてい

る者又は令和４・５・６年度独立行政法人

住宅金融支援機構競争参加資格「役務の提

供等」においてＡ、Ｂ若しくはＣの等級に

格付けされている者であること。 

   ただし、公示日から起算して過去３年間

に次のいずれかに該当すること。 

  ア 機構との契約において保有個人情報を

取り扱った実績があり、保有個人情報漏

えい等を発生させていない。 

    なお、個人情報漏えい等事案を発生さ

せた場合であっても、次の(ｱ)及び(ｲ)に 

   該当する場合は、上記の条件を満たして

いるものとみなす。 

   (ｱ) 当該事業者が、当該保有個人情報漏

えい等事案に対する再発防止策を機構

あて報告済みであること。 

(ｲ) 当該事業者が、当該再発防止策を

継続的に運用に運用していることが

確認できる資料を提出することがで

きること。 

   イ 機構との契約において保有個人情報を

取り扱った実績はないが、機構以外の

他社からの受託業務において１万人を

超える個人情報を取り扱った実績があ



 
 

り、かつ、当該受託業務において個人

情報漏えい等を発生させていない。 

(3) 全省庁統一資格を用いて公募に参加する

場合において、国土交通省から指名停止措

置を受けており、当該処分の終期が到来し

ていない者及びこれを代理人、支配人その

他の使用人として使用する者でないこと。 

(4) 機構から競争参加停止等処分を受けてお

り、当該処分の終期が到来していない者及

びこれを代理人、支配人その他の使用人と

して使用する者でないこと。 

(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ

た時から５年を経過しない者、暴力団    

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社

会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団    

等その他これらに準ずる者又はこれらの者

と関係のある者でないこと。 

(6) 仕様書（配付資料）に記載した要件をす

べて満たすことができる者であること。 

(7) 経営状態が著しく不健全であると認めら

れる者でないこと。 

(8) 商法（明治 32 年法律第 48 号）その他の

法令の規定に違反して営業を行った者でな

いこと。 

５ 手続等 

(1) 担当部署 

    〒112-8570 東京都文京区後楽１-４-10 

   独立行政法人住宅金融支援機構 

    地域業務統括部団信業務グループ 

髙尾、畑佐 電話：03-5800-8412 

(2) 説明書等の交付期間、場所及び方法 

  ① 交付期間 

    令和 6 年 11 月 11 日(月)から令和 6年 11

月 20 日（水）（ただし、土曜、日曜及び

祝日を除く）。 

  ② 交付場所 

    10 時から 12 時まで、13 時から 16 時ま

での間に(1)の場所において行う。 

  ③ 交付方法 

    手交により交付する。 

(3) 参加申込書の提出期限、場所及び方法 



 
 

  ① 提出期限 

    令和 6 年 11 月 21 日(木) 12 時 00 分 

  ② 提出場所 

    (1)に同じ。 

  ③ 提出方法 

    持参又は郵送により提出すること。 

    （注１）提出前に(1)の担当部署へ連絡

を入れること。 

    （注２）郵送による場合は書留郵便とし、

①の提出期限までに到着して

いること。 

(4) 参加申込書の審査結果の通知期限及び方法 

   令和 6 年 12 月 6 日（金）までに文書にて

通知する。 

６ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本

語及び日本国通貨に限る。 

(2) 関連情報を入手するための照会窓口 ５(1) 

に同じ。 

(3) 当該応募者に対して競争入札（最低価格落

札方式）による入札書の提出を要請する際

の提出予定期限 令和６年12月 23日（月）

12 時 00 分 

(4) ４(2)に掲げる競争参加資格の認定を受け

ていない場合も、参加申込書を提出すること

ができるが、入札書の提出時において、当該

資格の認定を受けていなければならない。 

(5) 詳細は説明書による。 

７ Summary 

(1) Subject matter of service : 

Data processing and management for credit 

card payment of special contract 

insurance premium for J.H.F.A's group 

credit life insurance 

(2)Time-limit to the submission of 

application forms: 12:00, 21 Nov, 2024 

(3)Contact point for documentation relating 

to the solicitation  : TAKAO and HATASA, 

Group Credit Life Insurance Business 

Group, Department of Flat35 Housing Loan 

and Regional Business Management, Japan 



 
 

Housing Finance Agency,1-4-10 Koraku, 

Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8570, Japan TEL 

03-5800-8412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


